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研修計画

１．基本方針 

自治大学校は、地方公務員のための国の研修機関として、地方公務員に対する高度な研

修を行い、その資質を向上するとともに、勤務能率の発揮及び増進を図り、もって地方公

共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を期することを目的としています。 

 今、地方公共団体は、人口減少・高齢化が進展する中、頻発する災害や新型コロナ禍に

おいて浮き彫りになったデジタル変革への対応、2050年のカーボンニュートラルに向けた

脱炭素の取組などの新たな課題に直面しています。働き方改革や定年引上げなど職場を取

り巻く環境が大きく変化する中で、このような複雑・多様化する行政課題の解決に取り組

むためには、「人材マネジメント」を推進し、職員の能力を最大限に引き出し、発揮させ、

職員の成長が組織力の向上につながるようにすることが強く求められています。 

 このため、自治大学校では、平成30年度の研修のあり方の大幅な見直しから５年が経過

することも踏まえ、今後の研修のあり方について検討を行いました。令和５年度以降の自

治大学校の研修については、 

・第一線で活躍する講師による、法制課目、公共政策課目、行政経営課目等の講義を通

じた実践的な知識の習得

・様々な演習を通じ、自ら考え、判断できる高い専門性を持った人材の育成

・全国の地方公務員の仲間との議論や共同生活を通じたネットワークの形成

を図ることを研修の基本とし、基本法制研修と第１部課程・第２部課程の統合、第２部課

程における法制集中研修の実施及び時期の変更、研修期間の延長及びｅラーニングの充実

等の見直しを行うこととしました。 

なお、研修に当たっては、 

①ポストコロナ社会を見据え、地域のデジタル化やグリーン社会の実現をはじめとした

地方公共団体が直面する諸課題を解決するための具体的なプランの作成

②証拠に基づく政策立案（EBPM）の推進に向けた知見の獲得・能力の付与

を重点的に行うこととし、また、研修手法として、 

③教室や演習室における換気の強化や検温の実施などの新型コロナウイルス感染症の感

染状況に応じた感染防止対策

④ICT の活用

を講じます。 

２．一般研修課程 

（１）第１部課程・第２部課程

一般研修課程のうち、第１部課程、第２部課程については、将来の地方公共団体を担う

幹部候補生が、幹部として必要な政策形成能力及び行政経営能力、そして公務員としての

使命感及び管理者意識を身につけることを目的とした高度な研修です。 

これらの研修においては、地方公共団体の業務の基盤となる法制課目、行政課題の解決

に向けた施策の企画立案に必要な政策形成能力を高めるための公共政策課目、管理職とし

てのマネジメント能力養成等に資する行政経営課目など、様々な講義を通じて実務的、実

践的な知識を習得します。 

また、自ら考え、判断できる高い専門性を持った人材の養成を行うため、演習主体の課
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程編成とし、様々な演習を通じて、①自ら調べる→②自ら考える→③自ら判断する→④そ

の結果を説得力を持って伝える、これらの訓練を徹底的に行うこととしています。 

（２）第１部・第２部特別課程

女性職員を対象とする第１部・第２部特別課程については、地方公共団体における女性

幹部職員の登用を促進するため、法制課目についてはｅラーニングを受講することによ

り、短期間で政策立案能力・行政経営能力を習得することを目的としています。 

（３）第３部課程

幹部職員を対象とする第３部課程では、行政課題に対応するための組織方針を構想し、

その実現に向け、適切な判断を行う能力の養成を目的としています。そのため、地方公共

団体を巡る最新の話題提供を行い、知識のリフレッシュを図るとともに、ケーススタディ

を通じて新たな行政課題の解決策の検討、効果的なプレゼンテーション手法の実践を演習

を通じて学びます。 

○自治大学校研修における演習について

これからの時代を担う地方公務員に必要な能力として、自治大学校では、六つの能力

（問題発見・解決能力、政策立案能力、プレゼンテーション能力、マネジメント能力、公

共政策・行政経営に係る知識、幹部候補生としての使命感）を研修生に習得してもらいた

いと考えています。このため、自治大学校の研修においては、演習課目を通じて段階的に

かつ着実に六つの能力を習得できるようにしています。 

研修における具体的な演習課目は次のとおりです。 
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・政策立案演習

演習課目の総括として、特定の政策課題をテーマに、実際に首長に提言することを

想定して課題解決のための具体的な政策をグループで立案します。上記演習で培った

問題解決のための手法や政策立案に必要な能力を踏まえ、政策形成の一連の過程を実

践することを目指す演習です。（第１部・第２部特別課程、第３部課程においては、

「特定政策課題演習」として、各研修生が個人でレポートを作成します。）

・事例演習（テキスト型、持寄型）

政策立案の基礎となる問題発見及び解決のために必要な能力を構築するため、ケ

ーススタディを通じて、行政課題の解決に向けて、必要となる段取りや課題の克服

方法の検討を多角的に考察した上で具体的な解決策を提示する能力の養成を目指す

実践的な課目です。

・データ分析演習

客観的なデータ分析結果に基づき問題を発見し、解決へと導く能力を構築するた

め、データ分析を活用した政策立案について基調講義を受けた後、特定の政策課題を

テーマに、課題解決に向けた施策を企画、立案する前提として把握すべき現状や問題

点を様々な統計ツールを用いて分析し、また、統計データを活用して課題解決のため

の仮説を検証することで説得力のある解決策を提示する能力の養成を目指す実践的な

課目です。

・条例立案演習

政策立案を行う上で実務上不可欠である政策法務能力を構築するため、特定の政

策課題をテーマとし、この解決に向けた施策を具体化するに当たり必要となる条例

の立案、条例案の現行法令や制度との整合性、条例案の実効性の検証等、政策法務

の観点から具体的な解決策を考察する能力の養成を目指す実践的な課目です。

・ディベート型演習

説得力をもって伝えるプレゼンテーション能力を構築するため、特定の論題をケ

ーススタディとして、それぞれの主張の正当性を立証する過程における説得性を競

う「対向討論会」を通じて、的確に争点を整理した上で論理的に反論するという議

論の手法を習得することを目指す実践的な課目です。

・模擬講義演習

実際に研修講師として壇上で模擬講義を行うことにより、基本法制について知識

を定着させることを主目的とした実践的な課目です。 

これらの演習課目全体を通して、常に組織全体を見ながらコスト感覚を持って業務にあ

たり、また、向上心を持って職責を果たす幹部候補生としての使命感も養成します。 

上記演習を成し遂げることにより、自治大学校が研修生に習得してもらいたいと考えて

いる六つの能力が確実に向上していることを実感できると考えています。 

－3－



３．専門研修課程 

専門研修課程（税務専門課程税務・徴収コース、税務専門課程会計コース及び監査・内

部統制専門課程）では、特定の行政分野に必要とされる高度な知識、実務処理能力の充実

を図るため、最新の状況を踏まえた講義や実践的な演習等を重点的に実施します。 

その中でも、税務専門課程会計コースについては、修了試験の合格により、税理士試験

が免除され、「税理士」となる資格が得られる（必要な税務事務経験年数を満たすことが

必要）特別のコースとなっています。 

また、監査・内部統制専門課程については、外部監査契約を締結できる者に必要な行政

事務の経験年数が短縮される研修（総務大臣指定研修）となっています。 

なお、令和５年度においては、実践的な知識の習得を図る観点から、税務専門課程税務

・徴収コース及び監査・内部統制専門課程の研修期間を延長し、実務に活かせる講義を充

実することとしています。

４．特別研修等 

 特別研修等では、公共政策大学院と連携した修士課程連携特別研修や人材育成担当部局

幹部セミナーのほか、国・地方を通じて推進する必要がある重要な政策課題に係る人材育

成を図るため、各行政分野の担当部局からの要請を踏まえ、地域脱炭素研修やＩＣＴ人材

育成特別研修等を実施します。 

また、災害対応に関する最新の取組に係る情報を提供するため、都道府県・指定都市の

危機管理・防災責任者を対象とする防災・危機管理特別研修を実施します。 

自治大学校研修における演習課目とそのねらい 

演習により習得される能力 第１部課程 第２部課程 
第１部・第２

部特別課程 
第３部課程 

政策立案演習  

・問題発見・解決能力 

・政策立案能力 

・プレゼンテーション能力 

・マネジメント能力 

・公共政策・行政経営に係る知識 

○ ○ 

○ 

（特定政策課

題演習として

実施） 

○ 

（特定政策課

題演習として

実施） 

事例演習 

(テキスト型、 

持寄型) 

・問題発見・解決能力 

・政策立案能力 

・プレゼンテーション能力 

・公共政策・行政経営に係る知識 

○ ○ 

○ 

（テキスト型 

のみ） 

○ 

（持寄型のみ） 

データ分析 

演習 

・問題発見・解決能力 

・公共政策・行政経営に係る知識 

・政策立案能力 

○ 

条例立案演習 ・政策立案能力 ○ 

ディベート型 

演習 

・プレゼンテーション能力 

・問題発見・解決能力 

・政策立案能力 

○ ○ 

模擬講義演習 
･公共政策・行政経営に係る知識 

・プレゼンテーション能力 
○ ○ 
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５．その他 

 効果測定を実施する課程においては、その結果について、研修生及び所属団体の人事部

局に通知します。 
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一般研修課程

第 １ 部 課 程

１ 研修内容 

（１）講義課目

地方公共団体の業務の基盤となる法制課目、政策形成能力を高めるための公共政策

課目、管理職としてのマネジメント能力養成等に資する行政経営課目など、様々な講

義を通じて実務的、実践的な知識を習得します。 

（２）演習課目

次の演習により編成します。

・政策立案演習

・事例演習

・データ分析演習

・条例立案演習

・ディベート型演習

・模擬講義演習（※）

（※）履修し所定の成績を収めた場合「自治体職員研修講師」として認定します。

（３）e-ラーニング

「憲法」、「民法」、「行政法」、「地方自治制度」、「地方公務員制度」、「地

方税財政制度」の６課目について、e-ラーニングの事前履修が必要です。 

２ 対象 

（１）都道府県の職員

（２）指定都市、中核市、施行時特例市の職員（特別区を含む。）

（３）都道府県又は市を構成団体とする一部事務組合等の職員

（４）その他の市町村についても要望がある場合は対象とします。

３ 研修期間 

（１）第140期

令和５年５月 10 日（水）～９月 15 日（金）

※入寮日は５月９日（火）です。

※８月 11 日（金）～８月 20 日（日）は休講日です。

なお、上記の休講日は、原則として寄宿舎での宿泊は不可とします。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。

（２）第 141 期

令和５年 10 月 17 日（火）～令和６年３月１日（金）

※入寮日は 10 月 16 日（月）です。

※12 月 27 日（水）～１月８日（月）は休講日です。

なお、上記の休講日は、原則として寄宿舎での宿泊は不可とします。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。
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４ 定員 

    各期 80名 

５ 選考の基準 

（１）推薦する研修生の選考に際しては、次の①～②の基準によるものとします。

① 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

② 課長補佐若しくは係長又はこれらに相当する職にあり、積極的な学習意欲を有す

る者

（２）推薦の方法等については、34頁以降を参照してください。

６ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

７ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、令和６年10月25日（金）に予定しています。詳細については別途連絡

します。 
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第１部課程のカリキュラムの概要（令和４年度実績、基本法制研修Ａを含む） 

講義 

215 

【総合教養課目】 

首長講演 1 

特別講演 1 

校長講話 1 

自治体行政学   10 

日本社会と税    4 

地方財政論 7 

24 

【法制課目】 

憲 法(*) 16 

民 法(*) 20 

行政法(*) 23 

地方自治制度(*)   20 

地方公務員制度(*) 12 

財政学 8 

効果測定等    6  

105 

【公共政策・行政経営課目】 

政策形成の手続きと戦略      5 

EBPM-証拠に基づく政策立案   2 

統計的思考と政策形成 4 

データサイエンス 2 

社会調査の方法 2 

地域再生論 2 

公共サービス改革とPPP 4 

政策法務 10 

「住民論」と「議会論」 2 

住民協働 2 

リーダーシップとマネジメント 2

人事評価と人材育成 2 

管理監督者が実践すべき 

メンタルヘルス対策 2 

情報公開と個人情報保護 2  

43  

【地方公共団体を巡る最新の政策課題】 

災害危機管理 2 

地域の防災対策 2 

自治体のDX 2 

情報セキュリティ 1 

情報化社会と人権 2 

我が国の行政における相談の仕組み    1 

地域政策とまちづくりの課題 2 

多文化共生と地域社会 2 

地域を持続可能とする公共交通維持 

・確保策 2 

観光政策論 3 

スポーツの活用による地域振興 2 

グリーン社会の実現と求められる 

地方自治体の役割 2 

地域医療の課題と展望 2 

地域福祉の課題と展望 2 

社会保障改革の動向と課題 2 

少子化対策 2 

地方公共団体の感染症対策 2 

地域経済の活性化と自治体の役割 2 

これからの自治体の農業政策 2 

人口減少時代に向けた都市計画 2 

道路の維持・更新 2 

教育行政の課題 2  

43 

演習 

152 

政策立案演習(*)   91 

事例演習(*)  17 （外部教官オリエンテーション含む） 

データ分析演習(*)  11 

条例立案演習(*)  17 

ディベート型演習(*) 9 

模擬講義演習(*) 7 （講義話法・スピーチ練習含む） 

152 

その他 

9 

校歌指導・ボイストレーニング 1 

体育 3 

研修の振り返り 1 

入校式等行事 4 

9 

(注) 数字は時限数（１時限＝70分） 

*印は、試験・レポート、発表等による効果測定を行う課目
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第 ２ 部 課 程 

１ 研修内容 

（１）講義課目

地方公共団体の業務の基盤となる法制課目、政策形成能力を高めるための公共政策

課目、管理職としてのマネジメント能力養成等に資する行政経営課目など、様々な講

義を通じて実務的、実践的な知識を習得します。 

※ 法制課目については、「法制集中研修」として開講します（業務の都合等で

やむを得ず法制集中研修を受講しない場合には、事前履修のｅラーニングにお

いて全範囲を受講することで代替します）。

（２）演習課目

次の演習により編成します。

・政策立案演習

・事例演習

・模擬講義演習（※）

（※）履修し所定の成績を収めた場合「自治体職員研修講師」として認定します。

（３）e-ラーニング

「憲法」、「民法」、「行政法」、「地方自治制度」、「地方公務員制度」、「地

方税財政制度」の６課目について、e-ラーニングの事前履修が必要です。 

２ 対象 

（１）市町村（指定都市、中核市を除く。以下同じ。）の職員

（２）市町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

（３）施行時特例市の職員については、対象となっている第１部課程の積極的な受講を薦

めます。

３ 研修期間 

（１）第200期

令和５年４月 25 日（火）～７月 11 日（火）

※入寮日は４月 24 日（月）です。

※法制集中研修を受講しない場合の研修期間は、４月25日（火）～６月20日（火）

となります。

※５月３日（水）～５月７日（日）は休講日です。

なお、上記の休講日は、原則として寄宿舎での宿泊は不可とします。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。

（２）第 201 期

令和５年６月 21 日（水）～９月 12 日（火）

※入寮日は６月 20 日（火）です。

※法制集中研修を受講しない場合の研修期間は、７月11日（火）～９月12日（火）

となります（入寮日は７月10日（月））。

－9－



※８月 11 日（金）～８月 20 日（日）は休講日です。

なお、上記の休講日は、原則として寄宿舎での宿泊は不可とします。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。

（３）第 202 期

令和５年 10 月 11 日（水）～12 月 26 日（火）

※入寮日は 10 月 10 日（火）です。

※法制集中研修を受講しない場合の研修期間は、10月11日（水）～12月５日（火）

となります。

（４）第 203 期

令和５年 12 月６日（水）～令和６年３月５日（火）

※入寮日は 12 月５日（火）です。

※法制集中研修を受講しない場合の研修期間は、令和６年１月10日（水）～３月

５日（火）（入寮日は１月９日（火））となります。

※12 月 27 日（水）～１月８日（月）は休講日です。

なお、上記の休講日は、原則として寄宿舎での宿泊は不可とします。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。

４ 定員 

各期 80名 

５ 推薦できる研修生の数 

 原則として各期１名。 

６ 選考の基準 

（１）推薦する研修生の選考に際しては、次の①～②の基準によるものとします。

① 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

② 課長補佐又は係長以上又はこれらに相当する職にあり、積極的な学習意欲を有する

者

（２）推薦の方法については、34頁以降を参照してください。

７ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

８ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、令和６年10月25日（金）に予定しています。詳細については別途連絡

します。  
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第２部課程のカリキュラムの概要（令和４年度実績、基本法制研修Ｂを含む） 

講義 

215 

【総合教養課目】 

首長講演 1 

校長講話 1 

財政学     4  

6 

【法制課目】 

民 法(*) 12 

行政法(*) 10 

地方自治制度(*)   11 

地方公務員制度(*)  6 

地方税財政制度(*)  10 

効果測定等         6  

 55 

【公共政策・行政経営課目】 

公共政策の基礎理論 4 

政策形成の手続きと戦略      5 

データサイエンス 2 

統計データ利活用演習 2 

社会調査の方法 2 

地域再生論 2 

公共サービス改革と官民連携   2 

政策法務 4 

自治体経営管理論 2 

人事評価と人材育成 2 

法令実務 1 

自治体訟務 2 

自治体における個人情報 

保護対応   2  

33  

【地方公共団体を巡る最新の政策課題】 

災害危機管理 2 

住民への効果的な情報発信 2 

自治体のデジタル化について 2 

地域政策とまちづくりの課題 2 

多文化共生と地域社会 2 

地域を持続可能とする公共交通維持 

・確保策 2 

観光による地方創生 2 

地域の歴史遺産・文化遺産の活用 

による観光振興 2 

市民が動き、行政が支える～これ 

からのまちづくり論～ 2 

グリーン社会の実現と求められる 

地方自治体の役割 2 

地域福祉の課題と展望 2 

障害者の地域生活支援について 1 

子供の貧困対策 2 

地方公共団体の感染症対策 2 

地域経済の活性化と産業政策 2 

これからの自治体の農業政策 2 

人口減少時代に向けた都市計画 2 

教育行政の課題 2  

35 

演習 

98 

政策立案演習(*)  78 

事例演習(*)  14  

模擬講義演習(*) 6 （講義話法・スピーチ練習含む） 

 98 

その他 

8 

校歌指導・ボイストレーニング 1 

体育 2 

研修の振り返り 1 

入校式等行事 4  

8 

(注) 数字は時限数（１時限＝70分） 

*印は、試験・レポート、発表等による効果測定を行う課目
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第１部・第２部特別課程

１ 研修内容 

（１）講義課目

地方公共団体の業務の基盤となる法制課目、政策形成能力を高めるための公共政策

課目、管理職としてのマネジメント能力養成等に資する行政経営課目など、様々な講

義を通じて実務的、実践的な知識を習得します。 

※ 法制課目については、研修期間前にｅラーニングにおいて全範囲を受講します。

ただし、第２部課程の「法制集中研修」の履修を選択することも可能です。（こ

の場合でも、ｅラーニングによる事前履修は必要となります。）

（２）演習課目

次の演習により編成します。

・事例演習

・ディベート型演習

・特定政策課題レポート（※）

（※）研修期間中において、外部教官による指導があります。

２ 対象 

（１）都道府県及び市区町村の女性職員

（２）都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の女性職員

３ 研修期間 

（１）第45期

令和５年９月４日（月）～９月 29 日（金）

※入寮日は９月１日（金）です。

※法制集中研修を受講する場合、上記の研修期間に加え、６月21日（水）～７月10

日（月）も研修期間となります（入寮日は６月20日（火））。

（２）第 46 期

令和６年１月 30 日（火）～２月 27 日（火）

※入寮日は１月 29 日（月）です。

※法制集中研修を受講する場合、上記の研修期間に加え、令和５年12月６日

（水）～12月25日（月）も研修期間となります（入寮日は12月５日（火））。

４ 定員 

    各期 120名 

５ 推薦できる研修生の数 

原則として各期２名以内。 

６ 選考の基準 

（１）推薦する研修生の選考に際しては、次の①～②の基準によるものとします。

① 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

② 係長以上又はこれらに相当する職にあり、積極的な学習意欲を有する者
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（２）推薦の方法等については、34頁以降を参照してください。

７ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

８ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、令和６年10月25日（金）に予定しています。詳細については別途連絡

します。 
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第１部・第２部特別課程のカリキュラムの概要（令和４年度実績） 

eラーニ

ング

地方自治制度 

地方公務員制度 

地方税財政制度 

行政法 

民法 

講義 

52 

【総合教養課目】 

校長講話 1 

自治体行政学 2 

人間関係論 2 

ワークライフバランスの実現に向けて  4

7 

【公共政策課目】 

行政経営の理論と実践 2 

データサイエンス 2 

統計データ利活用演習 2  

社会調査の方法 2 

政策法務 4 

行政における争訟対応 2 

リーダーシップとマネジメント 2

管理監督者が実践すべき 

メンタルヘルス対策  2  

18  

【地方公共団体を巡る最新の政策課題】 

災害危機管理 3 

自治体のデジタル化について 2 

サイバーセキュリティ対策 1 

地域政策とまちづくりの課題 3 

多文化共生と地域社会 2 

地域を持続可能とする公共交通維持 

・確保策 2 

グリーン社会の実現と求められる 

地方自治体の役割 2 

地域医療の課題と展望 2 

地域福祉の課題と自治体の政策 2 

子供の貧困対策 2 

地域経済の活性化と産業政策 2 

経済学で考えるまちづくり 2 

自治体の教育行政・制度とその課題    2  

27 

演習 

30 

事例演習［テキスト型］(*)    5（オリエンテーション含む） 

  ディベート型演習(*) 7 

特定政策課題レポート(*) 18  

 30 

その他 

6 

校歌指導・ボイストレーニング 1 

研修の振り返り 1 

入校式等行事 4  

6 

(注) 数字は時限数（１時限＝70分） 

*印は、試験・レポート、発表等による効果測定を行う課目

－14－



第 ３ 部 課 程

１ 研修内容 

（１）講義課目

各行政分野における最新の話題や行政運営手法に関する課目とします。

（２）演習課目

次の演習により編成します。

・事例演習

・特定政策課題演習（レポート作成）（※）

（※）政策課題の解決に関するレポートを作成するとともに、プレゼンテーショ

ンを実施します。

２ 対象 

（１）都道府県及び市区町村の管理職職員

（２）都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の管理職職員

３ 研修期間 

    第113期 

令和５年７月18日（火）～８月10日（木） 

※入寮日は７月14日（金）です。

４ 定員 

    120名 

５ 選考の基準 

（１）推薦する研修生の選考に際しては、次の①～②の基準によるものとします。

① 勤務成績が優秀である者

② 課長又はこれらに相当する職以上の職にあり、積極的な学習意欲を有する者（選

考の過程において推薦書に記載された役職が②に該当するか不明な場合は、本校

から人事部局に照会し、その結果、該当しない場合は、入校は認められませんの

でご留意願います。）。

（２）推薦の方法等については、34頁以降を参照してください。

６ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

７ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、令和６年10月25日（金）に予定しています。詳細については別途連絡

します。  
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第３部課程のカリキュラムの概要（令和４年度実績） 

講義 

61 

【総合教養課目】 

特別講演 1 

校長講話 1 

地方行政の課題 1 

地方財政の課題 1 

地方自治制度 2 

社会保障と財政 2 

人間関係論 2 

ワークライフバランスの実現に向けて  2

12 

【公共政策・行政経営課目】 

政策総論 2 

行政経営の理論と実践 2 

トップマネジメントと

リーダーシップ 2 

自治体のガバナンス 2 

失敗から学ぶ危機管理 2 

コミュニケーションの理論と

実践 1 

自治体職員のための 

コンプライアンス 2 

メンタルヘルスにおける

リーダーシップ 2 

ハラスメントの起きない

組織作り 1 

組織における人材育成戦略     2 

今後の自治体の人材育成と 

研修所研修のあり方  1  

19  

【地方公共団体を巡る最新の政策課題】 

災害危機管理 2 

国におけるデジタル改革の取り組み    1 

こうすればうまくいく行政の 

デジタル化 1 

情報セキュリティ 1 

多文化共生と地域社会 2 

地域起こし協力隊関連 2 

地域共生社会の実現に向けた 

課題と展望   2 

地域医療の課題と展望 2 

子供の貧困対策 2 

地方公共団体の感染症対策 2 

自治体におけるグリーン社会の 

実現に向けた環境政策 2 

地域経済の活性化と産業政策 2 

人口減少時代の公共施設再編と  

まちづくりの進め方 2 

地域づくりと学校 2 

地方創生に向けた自治体SDGsの推進 

とESG投資 2 

政策形成と選挙制度 1  

30 

演習 

19 

事例演習［持寄型］(*)    4（オリエンテーション含む） 

特定政策課題レポート(*) 15  

 19 

その他 

6 

校歌指導・ボイストレーニング 1 

入校式等行事                  4  

5 

(注) 数字は時限数（１時限＝70分） 

*印は、試験・レポート、発表等による効果測定を行う課目
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（参考）法制集中研修 

第２部課程の「法制集中研修」のみを聴講することも可能です。 

 

※ 研修期間 

（１）第１期 

令和５年６月 21 日（水）～７月 10 日（月） 

※入寮日は６月 20 日（火）、修了式は７月 11 日（火）です。 

 

（２）第２期 

令和５年 12 月６日（水）～12 月 25 日（月） 

※入寮日は 12 月５日（火）、修了式は 12 月 26 日（火）です。 
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専門研修課程

税 務 専 門 課 程

○ 税務・徴収コース

１ 研修内容

地方税の公平かつ確実な賦課・徴収を実現するため、地方税の賦課、徴収に携わる職

員の資質を向上させることを目的として、税務職員に対する高度な研修を行います。 

地方税を取り巻く課題、地方税法、国税徴収法ほかの関係法規、徴収実務（財産調査

など）等、税務部門の幹部職員に求められる知識、技能を修得するための課目により

編成し、ロールプレイングなどの演習も含めた実践的な内容とします。 

  なお、このコースを修了し、研修期間中に行う効果測定において、徴収実務の指導者

として必要な知識及び技能を有すると認められる者については、「地方税徴収事務指導

者」として認定します。 

研修期間内に「課題レポート」を作成することが修了要件です。 

２ 対象 

（１）都道府県及び市区町村の職員

（２）都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

３ 研修期間 

第21期 

令和５年10月６日（金）～11月10日（金） 

※入寮日は10月５日（木）です。

４ 定員 

120名 

５ 選考の基準 

（１）推薦する研修生の選考に際しては、次の①～④の基準によるものとします。

① 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

② 地方税の賦課徴収に関する基礎的な知識を有する者で、主として地方税の賦課・

徴収事務を管理監督するとともに、他の職員を指導する立場にあり、かつ、積極

的な学習意欲を有する者（課長補佐若しくは係長又はこれらに相当する職にある

職員）

③ 入校日現在における税務経験年数が３年以上かつ、徴収事務経験年数が１年以上

の者

ただし、税務経験年数について３年に満たない場合であっても、所属団体が特に

推薦する場合は、その理由を考慮し、入校を認める場合がある。

※ 当該経験年数には強制徴収公債権（地方自治法231条の３第３項）に係る分担

金・加入金・過料・法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入（例

：生活保護費返還金・介護保険料・保育料・国民健康保険料・後期高齢者医療

保険料・土地改良事業分担金・道路占用料・下水道使用料等）に関する徴収事

務を含む
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④ 研修の成果を持ち帰り、徴税体制や職員のオン・ザ・ジョブ・トレーニング

（OJT）のあり方について積極的に改革していくリーダーとなる意欲のある者

（単に受講者のみの能力向上を目指す研修ではないことに留意してください）

（２）推薦の方法等については、34頁以降を参照してください。

６ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

７ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、令和６年10月25日（金）に予定しています。詳細については別途連絡

します。 
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税務専門課程 税務・徴収コースのカリキュラムの概要 

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数 

１ 総合教養課目 

今後の地方税財政改革の展望 

管理監督者のための徴収事務の 

マネジメント

校長講話 

２ 地方税を取り巻く課題 

 地方税の当面の課題 

地方税徴収の動向とこれからの 

方向性 

地方公共団体の債権管理概要 

(徴収事務のマネジメント) 

 地方公共団体における 

徴収困難事例への対応 

３ 租税法総論・地方税法総論 

 租税法総論 

 地方税法総則 

 民法概論 

国税徴収法 

連帯納税義務・第二次納税義務 

納税義務の承継 

地方税と他の債権との調整 

納税の猶予・担保の徴収 

滞納処分の執行停止 

演習課題検討 

４ 関係法規 

破産法 

民事執行法 

滞調法 

 ６ 

 ２ 

 ３ 

 １ 

７ 

   １ 

２ 

 

３ 

 １ 

 ２７

４ 

   ２ 

 ２ 

３ 

３ 

３ 

３ 

３ 

２ 

２ 

 １６ 

５ 

  ６ 

 ５ 

５ 滞納処分 

財産調査 

 動産・有価証券の差押え 

 債権の保全・回収 

不動産の差押え 

その他の財産の差押え 

交付要求・参加差押え 

財産の換価・配当 

演習課題検討 

６ 演習 

レポート作成演習（オリエンテーション）

レポート作成演習

ロールプレイング

（財産調査・動産等の捜索） 

意見交換会 

７ その他 

 入校式等行事 

２８ 

 ６ 

３ 

 ４ 

 ３ 

  ３ 

２ 

５ 

２ 

１４ 

１ 

８ 

 ４ 

１ 

 ４ 

  ４ 

合 計 １０２ 
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○ 会計コース

１ 研修内容

 主に税務職員への体系的な会計教育を通じて、高度な知識の習得を目指した研修とし

ます。 

 この会計コースは、税理士法に基づく指定研修（税理士法第８条第１項第１０号）と

して位置づけられており、簿記会計学通信研修及び税務・会計研修の修了試験の成績が

基準点を上回り会計コースを修了した者は必要な税務事務経験年数を満たすと税理士試

験が全て免除され、税理士となる資格が与えられます。 

２ 研修課目 

企業会計における国際基準の動向などを踏まえ、地方公共団体の税務担当職員とし

て必要な知識を修得するため、簿記及び会計学から税法、経営分析に至るまで幅広い内

容の課目により編成します。 

簿記会計学通信研修において４回の通信添削を行った後、税務・会計研修を行いま

す。また、簿記３級レベルに達していないと見込まれる者に対して、希望により簿記会

計学通信研修の前に事前研修を行います。なお、企業会計の知識を有する者は事前研修

を受講する必要はありません。 

３ 対象 

（１）都道府県及び市区町村の職員

（２）都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

４ 研修期間 

 第41期 

（１）事前研修

令和５年３月中旬（２日間）

※簿記について能力に不安がある場合希望する者に対して実施。

（２）簿記会計学通信研修

令和５年３月中旬～６月中旬

※３月中旬に通信研修オリエンテーションを実施します。派遣団体において

は、事前研修及び通信研修オリエンテーションの研修生の出席について配

慮をお願いします。経費負担は別表１注２（４）（５）を参照

（３）税務・会計研修（宿泊研修）

令和５年７月５日（水）～10月４日（水）

※入寮日は７月４日（火）です。

※８月11日（金）～８月20日（日）は休講日です。

なお、上記の休講日は、原則として寄宿舎での宿泊は不可とします。

※今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては変更となる場合があります。

５ 定員 

50名 
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６ 選考の基準 

（１）推薦する研修生の選考に際しては、次の①～④の基準によるものとします。

① 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

② 積極的な学習意欲を有する者

③ 入校日現在における税務事務経験年数が、大学卒業者においては４年以上（その

他の者においては10年以上）の者

ただし、税務事務経験年数について上記の年数に満たない場合であっても、所属

団体が特に推薦する場合は、その理由を考慮し、入校を認める場合がある。

④ 簿記の知識が、日本商工会議所、公益社団法人全国経理学校協会又は公益財団法

人全国商業高等学校協会主催の簿記検定試験２級以上の者（ただし、通信研修等

により簿記２級相当のレベルに達する見込みの者も含む）。

※ 簿記３級レベルに達していないと見込まれる者については、希望により、簿記

会計学通信研修の前（通信研修オリエンテーション時）に事前研修を行うこと

とします。

（２）推薦の方法等については、34頁以降を参照してください。

７ 簿記会計学通信研修及び税務・会計研修の修了試験における合格の基準点は、簿記会

計学通信研修については、各課目（２課目）の得点の満点に対する割合が60％以上と

し、税務・会計研修の修了試験については、各課目（５課目）の得点の満点に対する

割合が60％以上とします。 

８ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

９ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、令和６年10月25日（金）に予定しています。詳細については別途連絡

します。 
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税務専門課程 会計コースのカリキュラムの概要 

簿記会計学通信研修 

研  修  課  目 回  数 

簿記論（理論・計算） 

財務諸表論（理論・計算） 

 

税務・会計研修（宿泊研修） 

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数 

１ 総合教養課目 

特別講義 

卒業生講話 

校長講話 

２ 税法課目 

 租税法総論 

地方税法 

所得税法 

 法人税法 

 国税徴収法 

消費税法 

３ 税法関連課目 

 地方税制の課題 

   会社法 

 租税に係る行政不服審査等 

今後の地方税財政改革の展望 

４ 会計学、簿記論 

（会計学） 

 会計学総論 

 会計学各論１ 

会計学各論２ 

（簿記論） 

 商業簿記Ⅰ 

商業簿記Ⅱ 

商業簿記Ⅲ 

 工業簿記・原価計算 

 ５ 

 ３ 

 １ 

 １ 

２９ 

   ４ 

  ４ 

６ 

   ６ 

   ６ 

  ３ 

  １３ 

   １ 

 ６ 

４ 

２ 

 ９９ 

  ８ 

 １６ 

２１ 

 １２ 

 １２ 

 １３ 

 １７ 

５ 経営分析 

経営分析 

６ 公会計関連課目 

企業会計と公会計 

財務書類の作成実務 

７ 演習 

財務書類の作成演習 

 簿記会計学演習 

  商業簿記 

  工業簿記 

  財務諸表論 

８ その他 

   体育 

 修了試験 

 入校式等行事 

１２ 

 １２ 

 ４ 

 ２ 

  ２ 

１０４ 

２ 

１０２ 

(50) 

(16) 

(36) 

 １１ 

  １ 

   ６ 

   ４ 

 合  計 ２７７ 

（注）事前研修では、簿記の課目を５時限受講します。 

４回 
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監査・内部統制専門課程 

１ 研修内容 

監査や内部統制の理論と実務について必要な知識と能力を備えた職員の養成に向け、

実践的で高度な研修を実施します。 

この課程を修了し、演習を通じて、監査に必要な知識、技能を有すると認められる者

については「自治体監査実務指導者」と認定します。（地方自治法施行令第１７４条の

４９の２１の外部監査契約を締結できる行政実務経験者の必要経験年数を、１０年以上

から５年以上に短縮する、総務大臣指定研修に指定されています。） 

（１）講義課目

監査事務を踏まえながら、監査内部統制の理論、財務会計制度について必要な知識

を修得します。 

（２）演習

実際の監査資料、決算書等を題材とした検討作業、議論などを通じて、監査等の実

務に必要な実践的な能力を養成します。 

① 監査論

② 適法性監査

③ 一般会計等の財務指標分析

④ 公営企業会計の経営指標分析

（３）e-ラーニングの事前履修等

「憲法」、「民法」、「行政法」、「地方自治制度」、「地方公務員制度」、「地

方税財政制度」の６課目について、e-ラーニングの事前履修が必要です。 

２ 対象 

（１）都道府県及び市区町村の職員

（２）都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

３ 研修期間 

第24期 

令和６年１月15日（月）～２月22日（木） 

※入寮日は１月12日（金）です。

４ 定員 

50名 

５ 選考の基準 

（１）推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。

① 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

② 課長補佐、係長又はこれらに相当する職にあり、積極的な学習意欲を有する者

（２）推薦の方法等については、34頁以降を参照してください。
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６ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

７ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、令和６年10月25日（金）に予定しています。詳細については別途連絡

します。 

監査・内部統制専門課程のカリキュラムの概要 

eラーニング・事前課題 

履  修  課  目 内  容 

地方自治制度（eラーニング） 

地方公務員制度（eラーニング） 

地方税財政制度（eラーニング） 

入校決定後、入校日までに各自で履修、修了す

る。 

行政法（テキスト） 

民法（テキスト）  

テキストでの事前学習及び確認テストを実施す

る。 

監査・内部統制専門課程 

研 修 課 目 時限数 研 修 課 目 時限数 

１ 総合教養課目 

地方分権と監査制度 

国の会計検査 

２ 基礎課目 

   簿記 

会計学の基礎 

３ 監査の実務 

   監査論 

監査実務の課題研究（講義） 

監査実務（講義） 

内部統制 

住民訴訟 

監査実務の課題研究（演習） 

監査実務（演習） 

４ 財務指標の分析 

財政健全化指標の活用 

定期監査及び財政援助団体等 

監査等事例演習  

 ４ 

 ２ 

 ２ 

１６ 

  １２ 

４ 

  ２７

８ 

   ２ 

  ４ 

３ 

  ２ 

   ４ 

 ４ 

 １４ 

 ８ 

６ 

５ 公営企業の分析  

公営企業会計 

公営企業の財務諸表の分析 

公営企業の監査演習 

６ その他 

校長講話 

入校式等行事 

３３ 

１０ 

６ 

１７ 

４ 

１ 

３ 

 合  計 ９８ 
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特 別 研 修 等

１ 修士課程連携特別研修

（１）趣旨

都道府県及び市町村等の幹部候補職員を対象に、これまで実施してきた第１部課程研

修の成果を踏まえ、政策研究大学院大学及び一橋大学国際・公共政策大学院と連携し、実

践的で高度な政策形成能力の形成を図るための研修を行います。

（２）対象

次の各課程に在籍する地方公務員のうち、自治大学校長が修士課程連携特別研修（以下

「マスターコース」という。）の受講を認めた者

・政策研究大学院大学修士課程（公共政策プログラムの地域政策コース、医療政策コース

及び農業政策コース並びにまちづくりプログラム）

・一橋大学国際・公共政策大学院修士課程（公共法政プログラム・１年コース）

（３）研修実施時期

令和５年４月～令和６年３月

（４）実施方法

・第１部課程への参加

マスターコースの特別研修生は、各大学院の修士課程の講義、演習の履修と合わせ

て、自治大学校が令和５年度に実施する第１部課程（第 140 期、第 141 期）の講義、演

習のうち、必修課目（憲法、行政法、民法、地方自治制度、地方公務員制度の５課目）

及び任意の選択課目を履修します。

・マスターコースの修了

 各大学院の修士課程において修士の学位を取得するとともに、自治大学校の第１部

課程の課目のうち上記必修課目を履修（当該課目の効果測定を受験し一定以上の成績

を収めることをいう。）した場合には、マスターコースの課程を修了したものと認め、

修了証を授与します。

 この場合において、各大学院の修士課程で、自治大学校長が上記必修課目と同等と認

める課目を履修する場合には、当該課目の履修を免除します。

（５）特別研修に要する経費

・本特別研修に要する経費のうち、自治大学校に係るものについては、各課目に必要な

図書教材を各自購入してください。

・政策研究大学院大学及び一橋大学国際・公共政策大学院の修士課程に係るものの徴収

については、それぞれの大学に定めるところによることとします。

（６）宿舎関係

マスターコースの研修生は、希望により自治大学校寄宿舎に入居することができます。

この場合には、別途寄宿舎管理運営経費を徴収します。
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（７）受付関係

本特別研修の受付事務は、自治大学校で実施します。ただし、修士課程に係るものに

ついては、政策研究大学院大学及び一橋大学国際・公共政策大学院の定めるところによ

ることとします。

（８）その他

上記以外の詳細については、別途連絡します。

２ 人材育成担当部局幹部セミナー

（１）趣旨

地方分権の進展に伴い、地域の課題に対応できる人材の育成、職員研修の充実が課題

となる中、人材育成を実りあるものとするには組織全体を見渡す立場にある幹部職員が

組織の目指す人材とは何か、行政に求められる能力とは何か、さらには職員のキャリア

システムなど具体的に求めることが不可欠です。このため人材育成を担う立場にある幹

部職員に対し、人材育成の考え方や課題等についての認識の共有を図り、関連する情報

提供を目的としたセミナーを実施します。

（２）研修課目

講義、情報提供、意見交換を予定しています。

（３）対象

都道府県及び市区町村の管理職等幹部職員、都道府県又は市区町村を構成団体とする

一部事務組合等の管理職等幹部職員とします。

（４）研修実施時期

１１月頃実施予定（２泊３日程度）

（５）定員

５０名

（６）受付関係

本セミナーの受付事務は自治大学校において行います。

詳細は別途連絡します。

（７）経費その他

本セミナーの経費及びその他詳細については、別途連絡します。
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３ 地域脱炭素研修

（詳細は、総務省地域力創造グループ地域政策課へお問い合わせください。）

（１）趣旨

「地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日 国・地方脱炭素実現会議決定）」で

は、少なくとも１００か所の脱炭素先行地域づくりや屋根置き太陽光、バイオマス・小

水力・地熱等の地域共生型再エネ、省エネ住宅等の脱炭素の基盤となる重点対策の全国

実施など、2025 年までの５年間を集中期間として地域脱炭素の取組を加速化することと

されました。このような地域脱炭素の取組に対し、同ロードマップでは、人材研修の観

点から、国において積極的、継続的かつ包括的に支援するスキームを構築することが求

められています。

本研修は、専門家から、地域に裨益する再エネ導入の考え方等をテーマとした講義を

通じて、脱炭素施策を企画し、職場に提案いただくことをゴールに実施します。

（２）研修課目

エネルギー・グリーン分野の専門家等からの基調講演・事例紹介、グループワークの

実施を予定しています。

（３）対象

地域脱炭素の取組を加速化させるために、関連施策に携わる自治体職員等

※初任者の方もご参加いただけます。

（４）研修実施時期

秋頃実施予定（２泊３日程度）

（５）定員

３０名程度（予定）

（６）受付関係

本特別研修の受付事務は総務省地域力創造グループ地域政策課が行います。

詳細は別途連絡します。

（７）経費その他

受講費用（教材費等）については別途連絡します。

交通費、宿泊費等の実費をご負担いただきます。

４ 全国地域づくり人財塾特別研修

（詳細は、総務省地域力創造グループ地域自立応援課人材力活性化・連携交流室へお

問い合わせください。）

（１）趣旨

地方公共団体職員及び地域づくり活動の実践者（以下、「受講生」といいます。）が、取

り組んだ地域活動について、その状況や成果を共有することを通じ、更なる取組み推進に

向けた気づき等を獲得するとともに、受講生がそれぞれ地域活動を進めるなかで抱えて
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いる諸課題について、第一線で活躍する研修講師からのアドバイスや受講生同士の交流に

より、改善・解決するノウハウやきっかけを習得、今後の更なる取組みに向けた意欲向上

を図るための研修を実施します。

（２）研修課目

全体で８時限（１時限当たり７０分）程度。

進行は総務省地域力創造グループ地域自立応援課人材力活性化・連携交流室（以下「人

材室」という。）が行います。

（主な研修内容）[予定] 
[講義] 

導入講義（人材室）

地域で人財づくりを実践する講師からの講義

ふりかえり・講評

[演習] 
 人口減少対策や地域経済活性化等の地域課題対応について、受講者からの事例発

表と意見交換をグループトーク形式にて行う。また、これらテーマに関連した校外

でのフィールドワークを実施する。

（３）対象

都道府県及び市町村並びに都道府県又は市町村を構成団体とする一部事務組合等の地

域づくりに取り組む職員等

（４）研修実施時期

別途連絡します。

（５）定員

８０名

（６）周知・受付関係

本特別研修の周知、受講者の取りまとめ及び研修当日の受付事務は人材室が行い、施設

利用に係るガイダンス及び施設利用に係る対応は自治大学校が行います。

（７）経費その他

受講費用（教材費等）は、無料です。

交通費、宿泊費などの実費をご負担いただきます。

※希望により自治大学校寄宿舎に入居可能とします。

－29－



５ ＩＣＴ人材育成特別研修

（詳細は、総務省地域力創造グループ地域情報化企画室へお問い合わせください。）

（１） 趣旨

デジタル・トランスフォーメーション（DX）を推進するに当たっては、住民に身近な行

政を担う自治体、とりわけ市区町村の役割は極めて重要であり、自治体においては、まず

は、自らが担う行政サービスについて、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性

を向上させるとともに、デジタル技術や AI 等の活用により業務効率化を図り、人的資源

を行政サービスの更なる向上に繋げていくことが求められています。 

本研修では、自治体 DX を着実に進めるため、行政のデジタル化に対応する職員の育成

を目的としています。 

（２）研修課目

講義、グループワークを予定しています。

（３）対象

①都道府県及び市区町村の DX 推進担当の職員、情報政策担当の職員、企画財政担当

の職員

②都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の DX 推進担当の職員、情

報政策担当の職員、企画財政担当の職員

（４）研修実施時期

９月頃（予定）

（５）定員

別途連絡します。

（６）受付関係

本特別研修の受付事務は自治大学校において行います。

推薦の方法等については、別途連絡します。

（７）経費その他

本特別研修の経費及びその他詳細については、別途連絡します。

６ 自治体ＣＩＯ育成研修 

（詳細は、全国地域情報化推進協会へお問い合わせください。）

（１）趣旨

将来ＣＩＯあるいはＣＩＯチームの中核的役割を担うことのできる人材育成研修を実

施することを通じて、地方公共団体におけるＣＩＯ（及びＣＩＯを支えるチーム）の機能

を強化することにより、ＩＣＴの適切な管理、業務の効率化、効果的な地域情報化の展開

などを促進することを目的としています。 

受講者がＣＩＯに求められる役割やＣＩＯを支える体制のあり方を理解し、業務の進

め方や必要な判断を下すための視点等についての理解を深めることを目標とします。 
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また、研修を契機に他の受講生との人的ネットワークを構築し、研修後も専門的な学習

に取り組める場を形成することも目標とします。 

 

（２）研修課目 

ＣＩＯ育成研修は２コース開講します。 

進行は全国地域情報化推進協会(以下、「APPLIC」という。)が行います。 

①ＩＴ投資評価・ガバナンス編 

②全体最適化と調達・運用設計編  ※①と②の両方受講もできます。 

研修は、事前学習、集合研修、事後学習から構成されます。 

事前学習はメールによるアンケート、事後学習は地域の受講生グループによる自

習・討議及び成果報告会です。 

 

（３）対象 

ＣＩＯ候補者あるいはＣＩＯ補佐官候補、情報政策部門責任者、監督者及び、ＣＩＯス

タッフとなることが期待されている者に加え、『全庁・組織間の情報政策に問題意識ある』

中堅・若手職員を想定しています。(情報政策部門、原課の情報システム・データ利活用

検討担当者など) 

 

（４）研修実施時期 

別途連絡します。 

 

（５）定員 

３０名程度(各コース毎) 

※４〜６名程度のグループにて受講・演習（討議）を行います。 

 

（６）受付関係 

本特別研修の受付事務は、APPLIC が行います。 

 

（７）経費その他 

受講費用（教材費等）は、無料です。 

交通費、宿泊費などの実費をご負担いただきます。 

※希望により自治大学校寄宿舎に入居可能とします。 

 
 
７ 医療政策短期特別研修 

（詳細は、政策研究大学院大学へお問い合わせください。） 
（１）趣旨 

未曾有の超高齢社会への対応は我が国喫緊の課題であり、医療はその重要な柱の１つ

となっています。その際重要なことは、狭義の医療に限定せず、保健・介護・福祉・住宅・

就労などの関連領域さらには“まちづくり”まで視野に入れた総合的・戦略的な政策展開

を図ることです。またこの間の新型コロナウイルスへの対応は、医療政策に通暁した人材

養成の必要性を浮き彫りにしました。これらを踏まえ、政策研究大学院大学と連携し、医

療政策の企画立案能力を強化するため、医療政策短期特別研修を行います。 
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（２）研修課目

政策研究大学院大学が中心となり、自治大学校とともに講義・演習を実施しますが、研

修課目の詳細については、政策研究大学院大学において別途定めることとします。

（主な研修内容）［予定］

［講義］（総論）

「医療政策概論」「老年学から見た高齢者の特性」「人口推計の手法」等 

［講義］（各論）

「医療計画と地域医療構想」「介護保険制度と介護保険事業計画」「オープンデータを用い

た地域把握の実際」「在宅医療の実際と展望」「公立病院の経営強化について」 等

［演習］

「具体的な事例を通じた事例演習」「テーマ別グループ討議」「研修成果の個別発表」 等

（３）対象

医療政策の総合的な企画立案を担う都道府県及び市区町村の職員とします。積極的な

学習意欲と高い企画・立案能力を有し、将来当該自治体の医療政策を担うことが期待で

きる者であれば、年齢・役職等を問わず歓迎します。

なお、シンクタンクや医療関係団体等の職員も対象となっています。

（４）研修実施時期

令和５年７月２７日（木）～８月１０日（木）（予定）

（５）研修場所

原則として政策研究大学院大学とします。

（６）定員

３０名

（７）特別研修に要する経費

本特別研修に要する経費の徴収については、政策研究大学院大学において別途定める

ところによります。

（８）宿舎関係

希望により自治大学校宿舎に入居可能とします。（負担金については他の自治大学校の

研修と同様とします。）

（９）受付関係

本特別研修の受付事務は、政策研究大学院大学において行います。ただし、自治大学校

入寮関係の事務は、自治大学校において行います。

（10）その他

上記以外の詳細については、別途連絡します。
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８ 防災・危機管理特別研修 

（詳細は、消防庁国民保護・防災部防災課へお問い合わせください。）

（１）趣旨

大規模災害時には、国及び都道府県・指定都市が連携して被災市町村の支援を行う必要

があることから、内閣危機管理監など国の幹部職員等から、連携して支援を担う都道府県

等の危機管理等担当部局長、危機管理監等に対して、国の最新の取組みについて講義する。 

（２）研修課目、（３）対象、（４）研修実施時期、（５）定員、（６）受付関係、

（７）特別研修に要する経費

別途連絡します。

９ 災害時外国人支援情報コーディネーター養成研修 

（詳細は、総務省自治行政局国際室へお問い合わせください。）

（１）趣旨

災害時に行政等から提供される災害や生活支援等に関する情報を整理し、避難所等に

いる外国人被災者のニーズとのマッチングを行う「災害時外国人支援情報コーディネー

ター」を養成する研修を行います。

（２）研修課目

基調講演、災害時における外国人被災者への情報伝達にかかる事例紹介、災害時の外

国人対応を想定したグループワークやロールプレイの実施を予定しています。 

（３）対象

地方公共団体、地域国際化協会等の職員で、以下のいずれかの要件を満たす者

・ 災害対応経験を有し、今後、災害時に行政等から提供される災害や生活支援等に

関する情報を整理し、避難所等にいる外国人被災者のニーズとのマッチングを行

う業務を担う可能性がある者

・ 災害時の外国人対応に係る研修を受講した(修了予定を含む)者

(例：全国市町村国際文化研究所（JIAM）、一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)

共催「災害時における外国人への支援セミナー」) 

（４）研修実施時期

別途連絡します。

（５）定員

別途連絡します。

（６）受付関係

本特別研修の受付事務は自治行政局国際室が行います。

（７）経費その他

本特別研修の経費及びその他の詳細については、自治行政局国際室から都道府県・指

定都市の多文化共生主管部局へ別途連絡します。 
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推 薦 方 法 等

１ 推薦の方法

 研修生の推薦に際しては、各課程における選考の基準に該当する者を選考して、下記２～

５の記載事項に十分ご留意の上、推薦に必要な書類を取りまとめて、自治大学校へ電子デー

タにより直接提出してください（郵送・押印不要）。

提出先メールアドレス：jitidai-kyoumu@soumu.go.jp 

２ 推薦に必要な書類

（１）各課程共通事項

ア．推薦書（様式１）：Excel ファイル

イ．履歴書（様式２）：Excel 及び PDF ファイル

顔写真データ（JPEGファイル。無帽、顔がはっきり映っており、推薦受付開始日前

６か月以内に撮影したもの）を（様式２）Excelファイルに貼付してください。 
自治大学校ホームページ（※）より様式のダウンロードが可能です。

※ 自治大学校ホームページ（トップ） ⇒ ｢研修事業｣ ⇒ ｢推薦様式（Excel）｣

https://www.soumu.go.jp/jitidai/kensyu.htm（「研修事業」ページの URL）

（２）各課程共通事項のほか、該当の課程で必要な書類

・ 税務専門課程 会計コース

簿記検定合格証書の写し（PDF ファイル）

※ 専門課程への推薦の場合には、「当該事務経験年数」の記載が必要です。

※ 税務専門課程（会計コース及び税務・徴収コース）については、選考の基準を満たして

いない者を推薦する場合、その理由も併せてご記載ください。

※ 推薦方法については、別途、推薦期間前になりましたら、調査・照会（一斉調査）シス

テムに登録されている「人事担当」及び「研修担当（自治大学校）」あてにご案内予定です。

上記の方法とは異なる可能性がございますので、ご留意ください。 

３ 研修生の派遣及び研修に要する経費

研修生の派遣及び研修に要する経費は、42 頁（別表１）のとおりとなっています。
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４ 推薦受付期間 

研修生の推薦の受付期間及び該当の課程は、次のとおりです(別表２参照）。 

課 程 推 薦 受 付 期 間 

一

般

研

修 

第１部課程 
第140期 令和５年２月20日（月）～２月24日（金）14:00 

第141期 令和５年７月18日（火）～７月21日（金）14:00 

第２部課程

第200期 令和５年２月６日（月）～２月10日（金）14:00 

第201期 令和５年２月６日（月）～２月10日（金）14:00 

第202期 令和５年７月24日（月）～７月28日（金）14:00 

第203期 令和５年７月24日（月）～７月28日（金）14:00 

第１部・第２部 

特別課程（※）

第45期 令和５年６月12日（月）～６月16日（金）14:00 

第46期 令和５年11月６日（月）～11月10日（金）14:00 

第３部課程 第113期 令和５年４月24日（月）～４月28日（金）14:00 

（法制集中研修） 
第１期 令和５年２月６日（月）～２月10日（金）14:00 

第２期 令和５年７月24日（月）～７月28日（金）14:00 

専

門

研

修 

税務専門課程 

税務・徴収コース 
第21期 令和５年７月10日（月）～７月14日（金）14:00 

税務専門課程 

会計コース 
第41期 令和５年１月23日（月）～１月27日（金）14:00 

監査・内部統制 

専門課程 
第24期 令和５年９月25日（月）～９月29日（金）14:00 

特

別

研

修

等 

修士課程連携特別研修 ― 別途自治大学校から連絡します。 
人材育成担当部局幹部 
セミナー

第５期 別途自治大学校から連絡します。 

地域脱炭素研修 ― 総務省地域力創造グループ地域政策課にお問い合わせください。 

全国地域づくり人財塾 
特別研修 

― 
総務省地域力創造グループ地域自立応援課人材力活性化・連携交流室に

お問い合わせください。 

ＩＣＴ人材育成特別研修 第５期 総務省地域力創造グループ地域情報化企画室にお問い合わせください。 

自治体ＣＩＯ育成研修 ― 全国地域情報化推進協会（APPLIC）にお問い合わせください。 

医療政策短期特別研修 ― 政策研究大学院大学にお問い合わせください。 

防災・危機管理特別研修 ― 消防庁国民保護・防災部防災課にお問い合わせください。 

災害時外国人支援情報 

コーディネーター養成研修
― 総務省自治行政局国際室にお問い合わせください。 

※ 法制集中研修とセットでの受講の場合、推薦期間は法制集中研修の推薦期間に準ずる。
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５ その他留意事項 

（１）  研修生の推薦が定員を超え受け入れが困難な場合は、自治大学校において選考し、受

け入れができなかった団体には、その旨連絡します。 

 

（２）  本研修計画を公表後、年間受講計画（推薦の仮受付）について、照会を行うことがあ

ります。 

 その照会結果によって、特定の課程の特定の期に希望が集中する場合、当該期の推薦

期間に先立ち、事前調整を行い、この事前調整団体以外の申込は、当該期に関しては受

け付けないこととする場合があります。 

 つきましては、調査・照会（一斉調査）システムに登録されている「人事担当」及び

「研修担当（自治大学校）」あてのメールや、自治大学校ホームページにおける情報配

信にご留意ください。 

 

（３） 推薦にあたっては、以下の点を十分精査してください。 

① 研修期間（入寮日から研修開始日までの期間を含み、土日祝、休講期間を除く。以下同

じ）において、業務の都合や昇進試験等により派遣元へ戻る必要がある候補者でないか。 

   ※ カリキュラム上、他の研修生と協力しながら行う演習が組まれており、一部の研修

生が欠席となりますと他の研修生の負担が増大するのみならず、効果測定の結果に影

響が生じる恐れがあります。 

 

② ご家庭のご都合により研修期間において地元に戻り長期にわたって欠席となることが確

定している、あるいはそのリスクがあることが予め判明している候補者でないか。 

   ※ 長期にわたり欠席となりますと講義や演習についていけなくなる恐れがあり、ご本

人が得られる研修効果も限定的となってしまいます。 
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（様式１）

第２部課程について、法制集中
研修を受講されない場合はそ
の理由

所 属 団 体 名

所属部署名＿役職名 

直 通 電 話 番 号

ふ り が な

氏 名

性 別

生 年 月 日 入 校 日 満 年 齢 0歳0月

級 制 ＿ 級

最 終 学 歴 法 律 学 専 攻

勤 務 年 数
当該事務経験年数
<専門課程のみ>

選考の基準を満たさないが推
薦する場合はその理由
＜税務専門課程（会計コース
及び税務・徴収コース）のみ＞

事 務 担 当 課

担 当 者 氏 名 担 当 電 話 番 号

郵 便 番 号 担 当 者 メールアド レス

所 在 地 住 所

役 職 ＿ 氏 名 公 用 携 帯 等

令和　年　月　日

　　　　　　任命権者

自治大学校長　殿

自治大学校研修生推薦書
１．推薦課程 

２．所属団体

３．研修生所属部署

４．研修生情報

８．推薦事務担当課の連絡先

上記のとおり推薦します。

７．健康上配慮すべき事情がある場合はその事情

６．勤務年数

休日夜間の緊急連絡先

５．学歴等
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（様式１）

第２部課程について、法制集中
研修を受講されない場合はそ
の理由

所 属 団 体 名

所属部署名＿役職名 

直 通 電 話 番 号

ふ り が な

氏 名

性 別

生 年 月 日 昭和５９年８月１６日　生 入 校 日 満 年 齢 38歳7月

級 制 ＿ 級

最 終 学 歴 ○○大学○○学部 法 律 学 専 攻 ○

勤 務 年 数
当該事務経験年数
<専門課程のみ>

選考の基準を満たさないが推
薦する場合はその理由
＜税務専門課程（会計コース
及び税務・徴収コース）のみ＞

事 務 担 当 課

担 当 者 氏 名 麗澤　花子 担 当 電 話 番 号 027-222-1111

郵 便 番 号 379-1111 担 当 者 メールアド レス aaa@city.bbb.lg.jp
所 在 地 住 所

役 職 ＿ 氏 名 人事課長　自治　花子 公 用 携 帯 等 090-1234-5678

令和５年２月１８日

　　　　　　任命権者 　○○県知事　　総務　太郎

自治大学校長　殿

４．研修生情報

自治大学校研修生推薦書　【記載例】
１．推薦課程 

第１部課程 第140期

２．所属団体

○○県

３．研修生所属部署

総務部総務課総務係　係長

027-222-3333

５．学歴等

せんしん　たろう

洗心　太郎

男性

８級制　３級

上記のとおり推薦します。

６．勤務年数

１４年０月

休日夜間の緊急連絡先

７．健康上配慮すべき事情がある場合はその事情

８．推薦事務担当課の連絡先

総務部人事課人事係

○○県○○市□□町１番地の１
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（様式１についての注意事項） 

 

（１）１の「推薦課程」欄は、受講を希望する課程、期及びコースを記入してください。   

第２部課程については、原則法制集中研修とセットで受講いただくこととしておりま

すが、法制集中研修を受講されない場合には、その理由も併せてご記入ください。また、

第１部・第２部特別研修については、法制集中研修とセットで受講する場合には、法制集

中研修も併記してください。 

 

（２）２の「所属団体名」欄は、以下の例のように記載してください。 

（市区町村等は、都道府県名の記載は不要です） 

＜例＞  県 庁：○○県   市役所：○○市   町役場：○○町 

村役場：○○村      その他：○○○○警察本部 等 

 

（３）４の「氏名」欄は、旧姓使用の場合には、旧姓で記載してください。 

 

（４）４の「入校時満年齢」欄は、欄枠外の入校日欄に入校日を入力してください 

（自動計算されます）。 

 

（５）５の「最終学歴」欄は、学校名、学部名まで記載してください。また、法律学を専攻

している場合は、「法律学専攻」欄において「○」を選択してください。 

 

（６）６の「勤務年数」欄は、入校日現在における地方公務員としての勤務年数を記載して

ください。１月に満たない場合には切り捨ててください。 

 

（７）６の「当該事務経験年数＜専門課程のみ＞」欄は、「税務専門課程会計コース」の 

場合は税務事務経験年数を、「税務専門課程税務・徴収コース」の場合は税務事務のう

ち税務経験年数及び徴収事務経験年数を、「監査・内部統制専門課程」の場合は監査、

出納、予算調整事務経験年数をそれぞれ記載してください。 

   「選考の基準を満たさないが推薦する場合はその理由＜税務専門課程（会計コース及

び税務・徴収コース）のみ＞」欄は、「税務専門課程会計コース」の税務事務経験年

数、「税務専門課程税務・徴収コース」の税務経験年数及び徴収事務経験年数の基準を

満たしていない者を推薦する場合に、その理由を記載してください。 

 

（８）７の「健康上配慮すべき事情がある場合はその事情」欄は、自治大学校での研修生活

を送るに当たって、何らかの配慮を求める事項がある場合に、当該事項を記載してくだ

さい。 

 

（９）８の「休日夜間の緊急連絡先」欄は、事務担当課の係長以上の職員に、休日・夜間で

も必ず連絡がとれる連絡先を記載してください。 

 
（10）任命権者の公印は不要です。              
  

－39－



（様式２）

１．研修生情報

所 属 団 体 名

ふ り が な

氏 名

生 年 月 日

２．最終学歴

卒 業 等 年 月 日

学校名＿学部名

３．履歴事項

発 令 年 月 日

（民間経歴等）

備　考

２　作成上の注意

　　　なお、民間経歴等のある場合は、その主要な事項を付記してください。

発 令 庁発 令 事 項

履　　歴　　書

　　　ただし、昇給の記載は不要です。

　(2) ３の「履歴事項」欄は、発令事項を直近５件について発令順に詳細に記載して
　　　ください。

　(1) ２の「最終学歴」欄は、学校名、学部名までを記載してください。

１　履歴書は、任命権者が作成してください。

【写真添付位置】

※本人単身胸から上
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（様式２）

１．研修生情報

所 属 団 体 名 ○○県

ふ り が な せんしん　たろう

氏 名 洗心　太郎

生 年 月 日 昭和５９年８月１６日

２．最終学歴

卒 業 等 年 月 日 平成１９年３月３１日

学校名＿学部名 ○○大学○○学部　卒業

３．履歴事項

発 令 年 月 日

平成20年4月1日

平成23年4月1日

平成27年4月1日

（民間経歴等）

平成19年4月1日

平成20年3月31日

備　考

２　作成上の注意

履　　歴　　書　【記載例】

【写真添付位置】

※本人単身胸から上

発 令 事 項 発 令 庁

○○県庁○○部○○課○○係 ○○県

○○部△△課××係 ○○県

□□部○○課○○係 ○○県

　(2) ３の「履歴事項」欄は、発令事項を直近５件について発令順に詳細に記載して
　　　ください。

　　　ただし、昇給の記載は不要です。

　　　なお、民間経歴等のある場合は、その主要な事項を付記してください。

○○株式会社入社

○○株式会社退社

１　履歴書は、任命権者が作成してください。

　(1) ２の「最終学歴」欄は、学校名、学部名までを記載してください。
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課　程　名
次ページ注
参照箇所

397,300円

171,000円

568,300円

10,000円 注４参照

578,300円

223,300円

81,500円

304,800円

10,000円 注４参照

314,800円

81,200円

37,000円

118,200円

10,000円 注４参照

128,200円

72,500円

38,000円

110,500円

10,000円 注４参照

120,500円
63,800円

24,000円

87,800円

10,000円 注４参照

97,800円

101,500円

44,000円

145,500円

10,000円 注４参照

155,500円

266,800円

69,000円

335,800円

10,000円 注４参照

345,800円

121,800円

59,000円

180,800円

10,000円 注４参照

190,800円

※１　法制集中研修を受講しない場合には、当該研修の納入金分（87,800円）が減額されます。

※３　宿舎管理運営経費及び図書教材経費については、今後変動する可能性がございます。

（別表１）

研修に要する経費

経　　　　　　　　費

一
般
研
修
課
程

第　１　部

納
入
金

寄宿舎管理運営経費
注１、２参照

図書教材経費

小　計

注１、２参照
図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合　　　　　　　　計

校　　友　　会　　費

合　　　　　　　　計

第　２　部
（※１）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費

第１部・第２部特別
（※２）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費 注１、２、３
参照図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合　　　　　　　　計

第　３　部

納
入
金

寄宿舎管理運営経費
注１、２参照

図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合　　　　　　　　計

（法制集中研修）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費
注１、２参照

図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合　　　　　　　　計

注１、２参照
図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合　　　　　　　　計

校　　友　　会　　費

専
門
研
修
課
程

税 務 専 門
（税務・徴収コース）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費

税 務 専 門
（会計コース）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費
注１、２参照

図書教材経費

小　計

注１、２参照
図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合　　　　　　　　計

※２　法制集中研修を受講する場合には、当該研修の納入金分（87,800円）が増額されます。

合　　　　　　　　計

監査･内部統制専門

納
入
金

寄宿舎管理運営経費
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注１ 納入金は、施設・設備維持管理、光熱水料等の寄宿舎管理運営経費及び図書教材経費

に充てるものです。今までの実績等に基づき改訂しています。なお、寄宿舎のメンテナン

ス期間については、寄宿舎管理運営経費に含まれておりません。 

 

 ２ 表中の経費には、次の経費が含まれていないので、派遣団体において研修生に支給さ

れるようお願いします。 

  (1) 入校時及び帰庁時に要する経費 

(2) 資料の収集等を行うために、研修期間中の休講期間を利用して帰庁する場合の旅費 

  (3) 政策立案演習における実地調査の旅費等 

  (4) 税務専門課程会計コースにあっては、通信研修オリエンテーションへの出席に要す

る経費 

  (5) 税務専門課程会計コースにあっては、事前研修への出席（出席する方のみ）に際し

て、自治大学校の寄宿舎に宿泊する経費（寄宿舎に宿泊する方のみ）2,900 円 

    (6) 次年度開催予定の事後研修会に要する経費 

 

 ３ 法制集中研修と第１部・第２部特別課程を併せて受講する際の図書教材経費は、第１

部・第２部特別課程に係る経費の納入時において、8,000 円減額されます。 

 

 ４ 校友会費は、自治大学校の同窓会的組織である自治大学校校友会（加入は任意※）の

終身会費であり、「校友だよりの発行」、「校友会メールの運営」、「校友会総会の開

催」等の事業のほか、各支部の活動経費に対する補助等に充てられます。 

   なお、法制集中研修と第１部・第２部特別課程を併せて受講する場合には、校友会費

はそのいずれかで納入すればよく、重ねて納入する必要はありません。 

    ※ 入会を希望しない場合には、（一財）自治研修協会（自治大学校施設の管理・運営業務における委託事業

者）へその旨ご一報いただくこととしています。 

 

 ５ 職員の研修に要する経費は、普通交付税算定の際の基準財政需要額に算入されていま

す。 

 

  ６ 当校では、金曜の夕食時及び土日・休講日等の研修がない日を除いて、食堂を営業し

ています。朝食 400 円程度、昼食 600 円程度、夕食 700 円程度で複数のメニューを提供

していますので、特段の事情がない限り、健康管理の観点から、当校の食堂を利用して

ください。（表中の経費には食費は含まれておりません。） 

 

 ７ 特別研修に要する経費については、主催する事務局にお問い合わせください。 
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６ 令和４年度の実績 

令和４年度の各課程の実績は、次のとおりです（12月時点）。 

課 程 研修期間 受講人数 

一

般

研

修 

基本法制Ａ 
第８期 令和４年４月15日（金）～５月24日（火） 42名 

第９期 令和４年10月19日（水）～11月18日（金） 62名 

基本法制Ｂ 
第８期 令和４年５月９日（月）～５月26日（木） 59名 

第９期 令和４年10月28日（金）～11月17日（木） 81名 

第１部課程 

第138期 令和４年５月26日（木）～８月10日（水） 38名 

第139期 令和４年11月22日（火）～令和５年２月15日（水） 43名 

第２部課程 

第196期 令和４年５月30日（月）～７月20日（水） 45名 

第197期 令和４年７月26日（火）～９月22日（木） 43名 

第198期 令和４年11月21日（月）～令和５年１月19日（木） 71名 

第199期 令和５年１月24日（火）～３月15日（水） 
47名 

（予定） 

第１部・第２部 

特別課程 

第43期 令和４年８月23日（火）～９月16日（金） 80名 

第44期 令和５年１月30日（月）～２月24日（金） 
70名 

（予定） 

第３部課程 第112期 令和４年７月12日（火）～８月５日（金） 80名 

専

門

研

修 

税務専門課程 

税務・徴収コース 
第20期 令和４年９月29日（木）～10月28日（金） 54名 

税務専門課程 

会計コース 
第40期 

令和４年３月16日（水）～10月７日（金） 

※うち宿泊研修は、７月７日（木）～10月７日（金）
11名 

監査・内部統制 

専門課程 
第23期 令和５年１月16日（月）～２月10日（金） 

12名 

（予定） 
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研
　

修
　

期
　

間

５
年

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
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 教 務 部    ０４２－５４０－４５０２   ０４２－５４０－４５０５  
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